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 Ｎ 証人 

・ 井戸が出なくなったときは，井戸を廃止をしていくのが県と結んでいる契約条項

の中に含まれている。井戸は掘れないというのが大前提。 

 

（株）  Ｘ   代表取締役  Ｏ 証人 

・ ポンプの太さが６５φ以上を超えると違反という規定が記憶にあり，「１００φ

というのが違反ではないんですか」と Ｃ 浄水場係長に言った。「それはうちの

ほうで責任をもちますから，それを入れてください。」そういう話だった。 

  

 

ｄ 井戸の稼働時期 

 Ａ 証人 

・ 掘り終わった竣工後から取水していると思う。導水管もひいてあるし，導水管か

ら水を揚げた場合には最初の着水井までの配管もしてあるので，当然掘った後は取

水していると理解している。 

 

 Ｂ 証人 

・ 工事竣工後の１２月ごろからだと思う。 

 

 Ｃ 証人 

・ 非常用としてテストボーリングで掘った井戸がいつ常用になったかはわからない。 

一般的に自動制御を組み入れるが，非常用なので手動でしか使わなかった記憶があ

る。 

・ 自動制御の改造はしなかった記憶。 

 

 Ｌ 証人 

・ 井戸は、各浄水場のその操作卓から運転停止等の操作ができる仕組みになってい

る。 

・ 制御卓にデータが表示されるということは自動制御の監視下に入ることになる。 

・ 制御卓の改造が行われた時点で既に常用井戸の運用に入る準備ができたと解釈。 

 

 

ｅ 当時の議会への井戸掘削説明 

 Ｃ 証人 

・ 林５号井戸の状態や水量不足は，平成１３年の建設委員会に説明したような記憶。 

Ｍ 水道施設課長が同行し林浄水場と５号井の場所で，説明は上司がしたので内容

は記憶に残っていない。 
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 Ｋ 証人（議員） 

・ 林浄水場の井戸が出なくなったとのことで、委員会で現地視察に行った。平成  

１３年度だったと記憶している。 Ｍ 施設課長から，ポンプを交換したいとの説

明があった。ポンプを交換しても井戸がダメになってしまった場合は，揚水量が確

保できないという話があった。 

・ ２本の井戸が出なくなった場合は，水不足を生じるとのことで，できるなら井戸

を一本掘りたいとの話が Ｍ 施設課長からあった。 

 

 Ｌ 証人 

・ 議会に対して井戸の状態や水の水量について説明をした機会があったようだが，

その場に同席をした記憶はない。 

 

 Ｍ 証人 

・ 平成１３年に林浄水場の井戸のポンプ交換の現場を見てもらった記憶がある。そ

の時の説明の中で，井戸が枯れて水が不足したときは霞ヶ浦の用水も足しになるが，

コストが高いのでなるべく使わず現在の井戸を枯らさないようにしようという話を

した記憶がある。 

・  Ｋ 議員から井戸のポンプ交換をしても水が出なかったときは，井戸を掘って

ほしいと言われたことは記憶にない。掘るんだったら，私の時点で予算計上したは

ず。枯れ寸前だという井戸があったことは記憶にあるが掘るということはなかった。 

 

 

③ 結城市水道事業会計規程上の予算執行に関する事項 

ａ 平成１４年度当初予算編成について 

 Ａ 証人 

・ 予算編成について，水道技術者， Ｃ 浄水場係長からの助言は当然あったと認

識している。 

 

 Ｃ 証人 

・ 予算に関しては，現場サイドなので一切タッチしていない。 

・ 当初の事業計画で，１３年度か１４年度か何度か用地買収の話は出していると思

う。 

 

 Ｇ 証人 

・ 水道関係の予算策定は，当然水道技術管理者も入った中で，全体の中での調整を

して，その後，原案をまとめて上まで決裁をいただく形。 

・ 平成１３年度当時に１４年度の予算編成作業の中で，当然予算の要求は，浄水場

関係は浄水場係長から出ているので，どういう仕事とか、どういう内容とかは私の

ほうで聞いた覚えはある。 
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・ 水道のほうである程度まとまったものに対し、財政課ヒアリングでそれほど介入

はなかった。 

 

 Ｌ 証人 

・ 予算に関しては、関知する職責にはなかった。 

 

 Ｍ 証人 

・ 平成１４年度の予算編成は，浄水場関係の管理者の Ｃ 浄水場係長，本町にい

た Ｕ 係長と Ｎ 前水道業務課長と私で検討。 Ｃ 技術管理者は間違いなく

予算編成にかかわっていた。浄水場に関しては，管理者としての責任があるので出

席していただいた。 

・ 薬注の修繕は，早急にやる状態。予算計上した以上はやるべきと思っていたが，

現場をみると，もう少しは大丈夫かと思った。 

 

 Ｎ 証人 

・ 平成１２，１３年度，霞ヶ浦用水が決定していたので井戸掘削は一切頭にないし

考えてもいない，予算要求はおぼえがない。現場の方からも要求は一切なかった。 

・ 平成１４年度の予算要求の段階で，井戸を掘ることは，一切聞いていない。井戸

を掘ろうという考えはなかった。 

・ 本町浄水場の薬注設備改修工事は，設備機器の減価償却の年限が来たから予算計

上されたと思う。機械が壊れた，使えなくなったら大変なことになるので，減価償

却期間がきたら取り換えようという工事だったと思う。設備は，機械そのものが使

える使えないの問題ではなく，経過年数がきたら取り換えるもので，必要な工事で

あったと思う。 

・ 機械の予算については，庶務係が機械を管理している課に連絡をして相談をして

予算を上げるというのが普通。 

 

ｂ 予算の不正支出に至った経緯 

 Ａ 証人 

・  Ｈ 市長が， Ｇ 前庶務係長を呼び，薬注の予算を流用して井戸を掘れない

か聞いたところ， Ｇ 前庶務係長は，水道事業は一般会計でなく企業会計で運営

しているので組み換えでなく流用でできるという話をしていた。そうしたら市長に，

「できるのであれば，なおさら早く掘るように」と言われた。 

・  Ｇ 前庶務係長から流用の手続きについての具体的な説明はなかった。 

・ 新設工事の予算科目がないため， 薬注の修繕費の予算を流用したために，実際に

は新設工事だが工事の発注名は修繕工事となった。 

・ 井戸改修工事という名称は，浄水場係が指名選考委員会にかけるために工事名は

決めたんじゃないかと思う。 
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 Ｂ 証人 

・  Ｈ 市長が， Ｇ 前庶務係長に本庁の薬注設備工事の予算を流用してできな

いかと聞いたところ Ｇ 前庶務係長は「一般会計ではできないが水道は企業会計

なので出来ると言った。」その答えに， Ｈ 市長は「できるのなら，なおさら今や

れ，お前らができないなら俺がやる」と言い出した。 

・ 予算流用のことで Ｇ 前庶務係長から流用の手続きの説明は特になかった。あ

くまでも予算についてのみ答えていた。 

・ 一担当の判断でこのような２,０００万もの先の仕事はできるはずもなく，当然ト

ップの管理者が決断しなければならないことだと認識している。 

・ 事実は新設井戸掘削工事だが，予算的には修繕工事なので，意図的に承知の上，

新設工事を修繕工事とした。 

 

 Ｃ 証人 

・ 予算の流用に関しては一切タッチしていない。 

・ 新設工事を修繕工事と名称をしたのは業務係。工事の内容に関しては，当初予算

には含まれていなかったので業務ときちんと協議した上で決められたと思っている。 

こういう特例の場合には施設だけで決められるものではないから，内部できちんと

協議をした上で，私が決めたとか施設が決めたとかそういうことは一切ない。 

 

 Ｇ 証人  

・ 覚えはありませんが，「手続を踏めば，一般会計についても企業会計についても節

内の流用は可能である」と今でも思っている。 

・ 「節」内予算の手続は，下から上げていって当時の水道管理者まで決裁を受け，

流用の手続を行い，緊急的な改修，修繕に充てることができると答えたと思う。当

然，議会にも報告すべきものであると私は理解している。 

・ 勝手に，何もしないで，単純に修繕費があるから予算を何もしないで流用して使

用するのは，できないことだと思っている。 

・ 当時は，決裁を回して最終的には議会への報告が必要だと思っていたので，その

ように進めていくものと思っていた。 

・ 当時（平成１４年度）既に異動していたので、その後は承知していない。 

・ どうしても修繕費でということになれば、「流用しても可能です」というふうには

答えたと思う。ただ，いつ，どこで，どの場所でと言われても覚えていない。そう

いう形で聞かれれば，「可能です」とは話したと思う。 

・ 「会計規程上は，予算の流用については認められています。」と答えたと思う。 

・ 「予算の流用についてはできます」と答えている。ただ，その手続きについては，

念を押して言ってはいない。 

・ その聞かれたこと（予算流用）について，当然，その後の話については，私にも

報告もなかったと思う。 
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 Ｈ 証人 

・ ５月になってから Ｂ 上下水道部長と Ａ 水道施設課長がアポをとってきた。

予算をどうするか，流用できないかという話をした。 

・ 薬注の予算を流用するようなことは，私には思いつかない。 Ｂ 上下水道部長

か Ａ 水道施設課長に Ｇ 前庶務係長が水道の業務に詳しいと言われ， Ｇ 

前庶務係長に聞いてみたところ，流用は大丈夫なんだという返事が返ってきた。そ

れならば，その予算で井戸を掘ったらどうかと指示したというような記憶がある。

その時流用のための必要な手続きの説明はなかった。 

・ 事務的なことは現場にまかせていた。起案者から部長まで決裁の印が押され上が

ってきたということであれば，部下のやったことに対して認め決裁していくことは

当然のこと，めくら判を押していたわけでもない数字も見ている。 

・ 部下をどなりつけたとか黙っていろとか言った覚えもない。秘密にしたとかそう

いうことは一切ない。 

・ 井戸を掘れという指示はしたが，予算の科目，名称等については事務方に任せた。 

 

 Ｊ 証人 

・ 予算がないものを執行する事はできない，次年度あるいは補正予算に計上して実

施すべきとの意見を進言したが，前市長から強い指示を受けて，やらざるを得ない

ということを最終的に部長が判断して執行したと思う。 

 

 Ｌ 証人 

・ 平成１４年度当初， Ｃ 浄水場係長より、工事発注に関する事務を担当するよ

う命令を受けた。設計業務委託については、平成１４年度当初予算に計上のあった

本町浄水場薬注設備改修工事設計委託料の予算を使って業務委託を発注するよう 

Ｃ 係長に指示を受けた。 

 

 Ｓ 証人 

・ 今回どうしてもやるということで修繕費という維持管理部門の予算だったので，

修繕とつけたと思う。 

 

 

④ 不可解な事項 

ａ 人事異動 

 Ｂ 証人 

・ ４月の人事異動で部長，施設課長，業務課長，庶務係長の関係者４人を一度に入

れ替えたのか不可解 

 

 Ｈ 証人 

・ 特定の部署において，部長・課長・管理職を一括で入れ替えたことは，今回の 

１００条委員会の指摘で知った。全く偶然に一致してしまった印象。 
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 Ｔ 証人 

・ 人事案は，市長公室長，人事課長，人事係長の３人で原案の前の素案をつくり市

長の方に上げるようになっている。課長以上については，市長のほうで最終原案を

決定。 

・ 人事案をつくる前に市長のほうからの強い方向性，強い方針という話はない。 

・ 人事異動をやる前には，毎年度人事異動方針をつくり方針の中に異動の基準を定

めている。一般職員であれば４年，部長であれば２年，課長の場合は基本的に３年

という原則的な基準を定めて，それに従って担当のほうで素案をつくっていく。 

・ 管理職が総入れ替えをしてしまうことは，あったと思う。 

・ 平成１４年の人事については，上下水道部長が定年退職。水道施設課長が，勧奨

退職，水道業務課長については，病気理由による異動の特別配慮があった。前 Ｇ 

庶務係長については，公室長以下で作業する中で異動基準対象になっていたため異

動案に入っていった。 

・ 水道経験のない３人が水道の三役に着くということについての議論は特になかっ

た。 

 

ｂ 平成１５年度と１６年度の重複工事個所について 

 Ａ 証人 

・ 多分，前の年にどこか次亜塩素か何かの液漏れをし，その全体的な大型の改修工

事の前にそれだけは直しておかなくちゃならないということで修繕工事をやったよ

うな記憶があるが当時の担当者に聞いてみないとわからない。少なくとも，同じ工

事をやったところをまた翌年度に工事をするようなことはないと思っている。 

 

 Ｂ 証人 

・ １５年の工事は，次亜塩素の配管が液漏れしたため急遽修繕しなければならない

と Ｃ 浄水場係長と Ｌ 主事のほうから話があり急遽工事したように記憶。 

・ １６年度の工事は，１４年度に行うはずだった浄水場薬注設備修繕工事をやるよ

うなことで予算措置をしたように記憶している。重複はないと思っている。 

 

 Ｃ 証人 

・ 当初１４年の修繕をやる予定が，急遽井戸のほうに回ってしまってできなくなっ

た。それで，１５年と１６年にスライドして工事をした記憶。当初予算で上がって

いるから議会も承認されている記憶。 

・ １５年度修繕は本町の次亜注入装置が老朽化をしていて塩素漏えいがしていて浄

水場か何かの修繕費の中から二百数十万円で修繕をしたような記憶。 

 ・ 塩素注入は人間でいえば心臓です。１５年にやって，またやるのは当たり前。こ

れは，応急措置でやって，次の年にやった本町は。１５年，１６年，２年間で行っ

ている。 
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 Ｓ 証人 

 ・ １５年度の液漏れは，緊急の予算でとってあり，施設課から上がったものは，こ

ちらでは審査はしないので液漏れしているということでやむを得ず修繕したと思う。

１６年度の４,６００万円の工事は、１５年度に課内、各課、係で協議し、やらなく

ちゃだめだろうということで上がったんだと思う。 

 

 

⑤ その他 

 Ａ 証人 

・ (無許可井戸について)，前市長からもだれにも言うなと口止めされていましたの

で，後任の課長にも部長にも一切引き継ぎはしていない。 

・ 協議，届け出もなしに井戸を掘ったことに後ろめたい思いはあった。 

・ 印鑑を押す場合，内容を把握し，納得の上で押すが，今回の井戸掘削については

上からの話なのでああだこうだ言わないで押した。 

・ 定年まで５年ぐらいあり，生活もかかっているのでやめるわけにもいかずやむを

得ずやった。 

 

 Ｂ 証人 

・ 私は真実を申し述べている責任逃れという認識はない。 

・ 無許可井戸掘削については，単年度で事業が完成しているので後任には引き継い

でいない。 

 

 Ｃ 証人 

・ 県水を買わずに済んだ。それが一番大事なこと。 

・ 県への通報は，通報ではなく確認。是正の確認。また，警察への通報は，プライ

ベートなことで行った時に是正されたかの確認をしてもらった。厚労省にも内容を

是正してほしい，また，是正してますかとの確認の電話をした。 

 

 

（２）調査事項の問題点と委員会の判断 

 

①  井戸掘削の必要性 

  Ｍ 氏（平成１３年度 当時 水道施設課長）， Ｎ 氏（平成１３年度 当時 水道業

務課長）， Ｇ 氏（平成１３年度 当時 水道業務課庶務係長）から，平成１３年度，水

道関係部局において新規に井戸を掘削するといった議論はなされておらず，新規井戸掘

削の予算要求がなかったことが証言されている。 

  Ｍ 氏の後任として着任した Ａ 氏（平成１４年度 水道施設課長）からも，着任

の際に，井戸掘削についての引継ぎ事項は一切なかったと証言している。 

 これらのことから，平成１３年度当時，新規井戸掘削について必要性が議論された形

跡は見当たらない。 
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  Ｃ 氏（平成１３年度 水道技術管理者）はこの点について，事業計画に掲載されて

いるといった主旨の証言をしている。この事業計画とは「結城市水道事業変更認可申請

書」（昭和５９年）あるいは「結城市水道事業計画見直し調査 報告書」（平成７年）を指

しているものと思われる。いずれの書類も林浄水場系における井戸の増設について明記

されているものの，作られた時期が県条例の制定された昭和５１年以降であり，井戸の

掘れない時期に井戸の増設を計画していることから整合性に疑問があり，この両書類を

持って井戸掘削の必要性を判断できない。 

 

 また， Ｃ 氏は平成１４年度に入ってから着任間もない Ｂ 氏（平成１４年度 上

下水道部長）， Ａ 氏に対して，水不足のため井戸掘削を進言しているが， Ｂ 氏，          

Ａ 氏は水量不足などの事実を確認していない旨の証言をしており，井戸掘削の必要性

の確認は行われていなかったものと判断できる。 

 

 

②  水不足について 

 平成１１年から平成１４年当時の林浄水場系の深井戸からの取水量について， Ｆ 

氏（現 水道課長）が証言をしている。その数値は以下の表のとおり。 

 

年度 総給水量 深井戸 取水量 県水 受水量 

平成 11 年 431 万 1,630 ㎥ 354 万 1,069 ㎥ (82.13%) 101 万 3,428 ㎥ (23.5 %) 

平成 12 年 441 万 1,364 ㎥ 347 万   383 ㎥ (78.67%) 121 万   695 ㎥ (27.44%) 

平成 13 年 441 万 1,608 ㎥ 297 万 2,810 ㎥ (67.39%) 161 万 8,322 ㎥ (36.68%) 

平成 14 年 442 万 1,390 ㎥ 308 万 9,109 ㎥ (69.87%) 142 万 3,172 ㎥ (32.19%) 

 

また，深井戸，県水受水の日量平均は以下の通り。 

（深井戸の日量は Ｆ 氏からの証言，県水の日量平均は年間受水量から計算） 

 

年度 
深井戸 取水  

日量平均 

県水 受水  

日量平均 

平成 11 年 9,702 ㎥／ｄ 2,777 ㎥／ｄ 

平成 12 年 9,482 ㎥／ｄ 3,317 ㎥／ｄ 

平成 13 年 8,145 ㎥／ｄ 4,434 ㎥／ｄ 

平成 14 年 8,463 ㎥／ｄ 3,899 ㎥／ｄ 
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深井戸からの年間取水量から単純に考えれば，井戸の取水量が減少傾向にあったこと

は読み取れる。 

 しかし，既に，この時期は県水からの受水が開始されている。 

 議論の焦点となる平成１３年度の状況は，深井戸からの取水量の減を県水で補ったこ

とから県水の受水量が増えていることが推測され，この状況は本来あるべき適性の姿で

ある。このときの県水受水の状況を考えてみると，契約水量 ６,２００㎥に対し，平成

１３年度の日量平均は約４,４３４㎥ であり，まだ日量１,７６６㎥の受水が可能な状況

であった，「水不足はなかった」。「水不足が懸念された」という両方の証言が出ているが，

このようなことから水不足が起きていたとは判断できない。 

 また， Ｇ 氏から「平成１３年に県水受水量の増大により水道企業会計が赤字とな

り，県水 受水の影響は大きい」といった証言があり，当時，県水の受水量増加を懸念す

る議論はあったことがうかがえるが，平成１３年度に水道料金の改定が審議され，平成

１４年４月１日より料金が１６％上げられており，県水受水量増加への対応はなされて

いたと判断できる。 

 

 

③  県条例違反が行われた経緯 

  Ｍ 氏， Ｎ 氏， Ｇ 氏の証言から，県条例により，新規井戸掘削が不可能で

あることは，水道部局内での統一見解であったと判断ができ，その見解は，平成１４年

度に着任した Ｂ 氏， Ａ 氏も同一であったと判断できる証言が出ている。 

 一方， Ｃ 氏から「テストボーリングは可能」「非常用であれば可能」「場内であれ

ば可能」といった主旨の証言も出ているが，県条例を見た限り，テストボーリングの許

可に関する記述，深井戸の常用・非常用の区分，場内・場外の区分について明記されて

おらず，これらの証言の法的妥当性は見いだせない。 

 県水・土地計画課長から平成２２年１２月１日付で回答のあった文書によると「テス

トを直接目的とした地下水採取の許可は不要」と明記されているが，この井戸は常用と

しての運用目的であったため，上記回答には該当しない。（井戸の常用性の判断について

は後述） 

  Ｃ 氏のこの進言については，当時，水道技術管理者として持っていたであろう知

識，また，同業務に長年関わってきた経験を考慮しても考えにくく，あくまで推測の域

を出ないが，新規井戸掘削の妥当性を持たせるため，そして場内であれば情報を隠ぺい

したまま作業が可能であるとの考え方からであったことも考えられる。 

  Ｈ 氏（当時 結城市長）は， Ｃ 氏の進言により法令上の問題がないこと， Ｇ 

氏の進言により予算流用が可能との説明を鵜呑みにし（予算流用については後述参照）， 

Ｂ 氏， Ａ 氏， Ｊ 氏が提案した正式な方法（県との調整をはかり，予算の組み

替え後に議会上程）による新規井戸掘削を退け，井戸掘削の指示を出している。担当部

課長は従わざるを得ない状況となり，結果的に組織ぐるみの条例違反に陥ったものと推

測している。 
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 Ｈ 氏が指示を出す際に Ｂ 氏， Ａ 氏に対して「言うことをきかない職員は

いらない」，「議員には話すな」といった主旨の発言をしている。茨城県との協議に入ら

れたら，直ちに井戸掘削不可の県命令が出てしまう。それを避けるために，部長，課長

を怒鳴りつけ，「天の声」に従たがわせ，組織犯罪に走ったものである。 

 結果的に間違った判断ではあったが，当時， Ｈ 氏本人のみが法令上問題がないと

して井戸掘削を指示したとすれば，恫喝したり，議会に対し内密に行う旨の指示を出す

必要はなく，水道事業管理者としては県条例違反を承知のうえでの行為と判断せざるを

得ない。 

 

 

④  予算の不正流用について 

 当時，新規井戸掘削に関する予算が計上されていなかったにも関わらず，不可解な流

用が行われていた点については， Ｈ 氏が Ｇ 氏に確認した際に，本町薬注設備改

修工事の費用を流用できると回答したことが，この予算流用の妥当性を持たせたと判断

できる。 

 しかし，予算流用が可能という回答のみで，必要な手続きについて助言をしたような

証言がないことから， Ｇ 氏の進言の内容は不十分であり，議会に対して説明不要と

の認識に至ったものと推測できる。 

 結城市の水道事業事務執行に関する調査委員会の「報告書」では，今回の事例のよう

な予算流用は明らかに地方公営企業法，同法施行令に違反していると言及している。 

  Ｂ 氏， Ａ 氏は，関係職員と協議の上で Ｈ 氏に議会軽視となることへの懸

念から予算の組み替えを行い，議会に上程する必要がある旨提案しており，あくまで正

式な手続きを行うべきとの考えで業務に取り組んでいたものと判断できる。  

 

 

⑤ 「修繕」として事業を実施した点について 

 流用という行為に問題がないことを確認しつつも，「修繕」として業務を進めたことは

疑問である。不正でないことを確認したのであれば，通常通り新規事業として処理し，

決算上も新設井戸として処理するのが普通の心理である。 

 この点についても調査が行われたが，今回の新規井戸掘削を「井戸修繕工事」として

処理することが決定された時期については，複数の証人の間で証言が異なるため，断定

には至らなかった。 

 一方，理由については本町浄水場薬注設備改修工事が修繕費であったことから，あく

まで修繕費として処理することを念頭に置いて事業名がつけられ，執行されたのではと

考えられる証言があった。 

 どの段階で事業名が決定され「修繕」としての実施が決定されたかは不明であるが，

予算執行，決算処理の際に隠蔽をはかるために「修繕」名目での処理がなされたと判断

している。 

 また， Ｅ 氏から，「固定資産台帳に登録されていない井戸があることがわかった」

旨の証言が出ていることから，当時，新設井戸として掘削すると固定資産台帳に登録さ
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れ，無許可井戸の存在が発覚してしまうことを回避するための措置であったことも推察

できる。 

 

 

⑤  井戸の常用性について 

 Ｃ 氏から，井戸掘削は「非常用であれば可能」との証言がある一方で工事全体の

設計図書をみると，さく井工事，取水ポンプ工事，導水管布設工事，電気設備工事が

含まれており，常用化を念頭に置いた発注であったことがわかる。 

 また， Ｌ 氏（当時 水道施設課 浄水場係）からも，「制御盤の改造が行われており

自動運転の監視下に入っていた」という証言もある。 

 この２点から，この井戸は常用井戸としてつくられたと判断できる。 

 

 

⑥  当時の議会が井戸掘削を承知していたか否かについて 

 本委員会の設置の際や委員会調査の中で Ｋ 氏（現 副議長）から，「井戸掘削につ

いて議会への説明があった」，「井戸掘削を議会が承認した」，「掘削終了後の井戸を視察

した」などの発言や証言が多数出されているが，当時の建設委員会の現地視察事項の中

に該当する記録がないこと（ただし，平成１３年１２月，別案件で林浄水場を訪問した

記録はある），予算のない案件を委員会が議題として審査し，判断を下す行為はありえな

いことから，客観的な確認にはいたっていない。 

 また， Ｋ 氏の証言では，現地視察の時期，場所，視察目的などの状況，議会が承

認したとする会議の状況があいまいであり，かつ，証人自身の証言を客観的に証明する

資料などの提出もできない旨の証言があることから，当時の結城市議会が井戸掘削につ

いて公式に説明を受けていないと判断する。 

「天の声」を支持し，法を無視した組織的犯罪の無許可井戸を肯定する Ｋ 氏の発

言は矛盾だらけであり，これらの証言に対し議会及び本委員会から Ｋ 氏に発言撤回

を求めるものの同氏は応じなかったことから，副議長不信任決議，懲罰動議による戒告

処分となった。 

しかしながら，同氏は反省の様子もなく同様の発言を繰り返し，井戸掘削の妥当性を

主張する姿勢は，議員の資質が欠如しているものである。 

 

 

⑧ その他，不可解な証言について 

本調査委員会の設置にあたり議決された調査事項と直接は関係がないが，水道事業の

執行上不可解と思われる点について整理し，見解を述べる。 

 

ａ．株式会社  Ｘ  の不可解な業務執行状況 

今回の工事を元受業者として担当した Ｏ 氏（株式会社  Ｘ  代表取締役）

からは，本事業の遂行について幾つかの不可解な証言を得ている。 
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その証言を要約すると， 

１）設計図書上の吐き出し口径（１００φ）が県条例に違反していることに気が

ついたので Ｃ 氏に確認をしたところ，市で責任を持つ旨の回答があり，そ

のまま実施した。 

 

この証言 １）に対し， Ｃ 氏は，「できない工事をなぜ受注したのか」と

いった主旨の証言をしていること，設計図書上も吐き出し口径が違反状態であ

ったことから，この証言は事実であると判断できる。 

当時，どういった経緯でこのような設計になったのかを含めた状況について，

設計を担当した  Ｚ  株式会社 Ｖ 氏へ尋問することを予定していたが，

会社倒産により連絡がつかず，事実確認に至らなかった。 

      

２）元受業者として工事全般を把握すべき立場であるにもかかわらず，「導水管工

事，配電盤工事はやっていない」，「両工事とも結城市水道部で依頼した」旨の

証言。（後日，株式会社   Ｘ   現場代理人 Ｐ 氏より，「調査により導

水管工事，配電盤工事を協力会社に発注したことがわかった」と証言） 

 

３）株式会社   Ｘ  が，株式会社   ＃  （導水管工事を担当・現在は

解散），株式会社   ＄  （配電盤工事，制御卓改造を担当・現   ＊  株

式会社）の両者と工事を行ったのは，この工事だけであること。 

 

４） 林浄水場井戸修繕工事として，株式会社   Ｘ   に支払われたのは， 

２,２０５万円であるにもかかわらず， Ｏ 氏からは，「７００万円から  

８００万円程度しかもらっていない」旨の証言。（株式会社   Ｘ   取締役  

Ｑ 氏は，この証言を否定） 

 

５）井戸掘削のみを実施したにもかかわらず，全額（２,２０５万円）が振り込ま

れ，協力会社への振込み指示が結城市水道部より文書を持って出された旨の証

言。（ Ｑ 寺田シゲ子氏はこの証言を否定） 

 

本工事に関し，株式会社   Ｘ  が所有する設計図書を確認したところ，配

電盤工事に関する図書は存在するが，導水管工事に関する図書は存在しなかった。

一方，結城市上下水道部には株式会社  Ｘ  から全ての工事の図書が納品さ

れていた。 

また，前記 ２）及び ３）から，株式会社   Ｘ  が元受業者として工事

に参画した認識が低かったこと，外注として参画した２社とのこれまでの関係が

なかったことが推測される。本工事の実際の入札や協力会社との交渉については 

Ｗ 氏（当時 株式会社  Ｘ   営業担当）が担当した旨の証言が出ているが，

現在は退社（所在不明）しており，当時の状況の確認には至らなかった。 
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さらに，前記 ４）及び ５）については社内で証言が別れており，事実確認

には至らなかったものの具体的な証言であることは非常に興味深い。 

あくまで推測に過ぎないが，今回の新規井戸掘削工事を総合的に管理したのは

株式会社  Ｘ  ではなく，結城市水道部局であったとするならば，これらの

証言の妥当性が見い出せるが，この推測を確認するに至っていない。 

 

ｂ．平成１５年度，１６年度に実施された浄水場薬注設備修繕工事において，同一箇所

に工事が行われていること 

  

結城市水道事業から提出された，「平成１５年度及び１６年度浄水場薬注設備修

繕工事の関連について」によると，平成１５年度に行った配管布設替えと同一箇

所を平成１６年度にも実施している点，平成１５年度も平成１６年度も貯水槽（次

亜タンク）清掃工事を実施していることから，平成１５年度の工事の緊急性を不

明としている。 

 この点について,  Ｃ 氏が，「平成１５年度の工事は応急処置であり，平成１

６年度は本格工事」と推察できる証言をしている。 

 平成１５年度の工事の内容が妥当であるならば，平成１６年度に同一部分の布

設替えを行う必要はないし，平成１５年度に行った貯水槽（次亜タンク）清掃工

事を再度，平成１６年度に行う必要も考えられない。 

 平成１５年度の工事の必要性がなかったのか，平成１６年度の工事で必要のな

い範囲まで工事を行ったのかは本委員会では判断に至らないが，この２つの工事

についても調査の必要性があると考える。 

 

 

（３）調査事項に対する改善意見 

  

当該事案は，県条例に違反した無許可井戸の掘削及び予算の不正流用が組織的に行わ

れた不法行為であり，委員会としても誠に遺憾である。しかも，８年以上経過した後に

当事の水道技術管理者である Ｃ 氏からの通報により発覚しており，委員会としては

当時関係した職員に毅然とした行動をする者がいなかったことを非常に残念に思う。 

 県条例及び結城市水道事業会計規程等に違反することを承知の上で，無許可井戸の掘

削，予算の不法流用は，これまでの証言結果から法的責任は免れないと思われる。 

 しかし，本委員会には調査の限界があること，事案発生後既に８年以上が経過してい

ることなどから，今後，それぞれの法的責任を追及するに当たっては市顧問弁護士等と

の協議・検討を願うものである 

行政内部の対策としては，市民の信頼回復のため当然であるが法令遵守の徹底，適切

な予算執行に努めるとともに，それを担保する改善策づくりに早急に取り組む必要があ

る。 

 以上のことから，再発防止及び市民の市政への信頼回復のため，本委員会として次の

ような提言をする。 
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①  遵法意識の徹底 

  本来，公務員として法の遵守は率先垂範すべき立場にあり，全体の奉仕者として信

頼されるに値する職員倫理の高揚を図る必要がある。今回の県条例や地方公営企業法，

水道事業会計規程などを無視した不法行為の反省から，服務規律の再認識を図るため

の研修，階層別の公務員倫理研修などの職員研修を繰り返し行い遵法意識の徹底を図

る。 

 

 

②  人事異動の適正化 

  本市の人事異動の方針として，一般職員は４年，課長級は３年，部長級は２年と原

則的な基準を定め人事異動を行っているが，一人の職員を長期間同じ部署に置くこと

の弊害を解消するため，人材育成に努め例外的な資格要件を考慮しながらも原則に則

り適切な人事管理を行うことが必要と考える。 

 

 

③  予算編成及び執行の適正化 

  予算編成にあたり，適正な積算根拠のチェックと事業計画との整合性を企業会計に

も反映させるとともに，形骸化している出納員の支出業務への関与と監査制度（外部

監査制度の導入）の強化を図る必要があると考える。 

 

 

④  内部通報制度の導入 

  内部の自浄作用が有効に働くよう，法令違反行為などを通報した職員の保護及び特

別職を含む職員の法令遵守の確保を目的に，「内部通報制度」を新たに整備する必要が

ある。 

  また，職員が容易に通報が行えるよう，文書，電話等による通報窓口として独立し

た第３者機関を設置し条例化を図る必要があると考える。 

 

 

（４）調査の総括 

  

本委員会は，無許可井戸の掘削に関する事項，結城市水道事業会計規程上の予算の執

行に関する事項について，地方自治法第１００条に基づく調査権をもって証人尋問を行

い，真相究明を行ってきたところである。 

 本委員会としては議会から委任された前述の２項目について，慎重に調査を行ってき

たところであるが，無許可井戸の掘削から８年以上が経過していることと，事実の確認

では証言が一致しない部分もある。 

 また，本委員会は警察や検察のような捜査権を有しておらず，おのずと限界がある。

よって，これ以上の事実の確認を継続していくことを終了したところであるが，本委員
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会に委任された調査事項について調査を行っていく中で，職員の資質の問題等に関する

改善策を提言できたものと考える。 

 市長及び特別職，並びに市職員は法令の指導的立場にあり，このようなことが行われ

たことは誠に遺憾で，市政に対する信頼の回復を図るため，二度と起きないよう再発防

止に取り組むことが極めて重要である。 

  この報告をもって本委員会の調査を終了するわけであるが，執行機関は指摘された問

題点を真摯に受け止め課題の解決に努めるとともに，その改善策を市民や議会に対し公

表し，再発防止に万全を期すよう強く要望する。 

  また，本委員会の調査に際し，ご理解とご協力を頂いた関係者の皆様方に心より感謝

を申し上げ，水道行政事務執行に関する真相究明調査特別委員会の報告とする。 

 

 

９．証言拒否等 

  なし 

 

 

１０．告発 

  なし 

 

 

１１．調査経費 

  １,０００,０００円 

 




